
◎所得税法等の一部を改正する法律 
（令和七年三月三一日法律第一三号）   

一、 提案理由（令和七年二月一四日・衆議院財務金融委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につき

まして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策、地域経済の好循環の

実現、国際環境の変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行

うため、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の

基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創

設を行うこととしております。 

 第二に、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すた

め、中小企業経営強化税制の拡充を行うこととしております。 

 第三に、国際環境の変化等に対応するため、防衛特別法人税の創設等及び外国人旅行

者向け免税制度の見直しを行うこととしております。 

 このほか、相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の特例等について、そ

の適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 この法律案が現下の我が国の経済社会に果たす役割に御理解を賜り、何とぞ、御審議

の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（令和七年三月四日） 

○井林辰憲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策、地域経済の好循環の

実現、国際環境の変化への対応等の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得

控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設、中小企業経営強化税制の拡

充、防衛力強化に係る財源確保のための防衛特別法人税の創設等を行うものでありま

す。 

 本案は、去る二月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、当委員会

に付託され、同日、加藤財務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、十八日に

は、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、二十五日から本

案及び修正案を一括して質疑を行いました。 

 二十八日には、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、所得税の基礎

控除等の特例を創設すること等を内容とする修正案が、昨三月三日には、立憲民主党・

無所属及び国民民主党・無所属クラブの共同提案に係る修正案がそれぞれ提出されまし



た。 

 本日、立憲民主党・無所属提出の修正案について撤回を許可し、自由民主党・無所属

の会及び公明党の共同提案に係る修正案並びに立憲民主党・無所属及び国民民主党・無

所属クラブの共同提案に係る修正案についてそれぞれ趣旨の説明を聴取した後、本案及

び両修正案について質疑を行い、引き続き石破内閣総理大臣に対する質疑を行った後、

質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、両修正案について内閣の意見を聴取した後、本案及び両修正案を一括し

て討論を行い、順次採決いたしましたところ、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無

所属クラブの共同提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属

の会及び公明党の共同提案に係る修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数

をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年三月四日） 

○後藤（茂）委員 ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案に対

する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げま

す。 

……………（略）…………… 

 本修正案の内容は次のとおりです。 

 第一に、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追いつ

いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基

礎控除の特例を創設することとしております。 

 具体的には、まず、給与収入二百万円相当以下の者について、恒久的な措置として三

十七万円の基礎控除の上乗せを行うこととしております。また、給与収入二百万円相当

超八百五十万円相当以下の者については、令和七年分及び令和八年分の二年間におい

て、各年の所得金額に応じて基礎控除の上乗せを行うこととしております。 

 第二に、政府は、物価上昇局面における税負担の調整を含め、所得税の抜本的な改革

について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとしており

ます。 

 第三に、政府は、令和七年度末までに、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源

の確保について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしておりま

す。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月四日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 



一 物価の高騰に賃金が追いつかない状況下、所得格差と資産格差も拡大しており、最

低限の生活保障、税負担の公平性確保や再分配機能を強化する観点から所得税の人的

控除等や課税の在り方について検討を行い、その結果をもって必要な改革を実行する

よう努めること。 

二 「貯蓄から投資へ」の推進が資本逃避による円安を招くことがないよう、民間企業

の賃上げや設備投資等を費用対効果にも十分配慮しながら引き続き支援し、国内企業

の生産性を向上することによって企業価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給

されるよう努めること。 

三 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止に向けた検討を速やかに行う

とともに、その廃止に当たっては、流通への影響や関係事業者の事務負担等に配慮す

るとともに、国及び地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、安定的な

財源を確保するなど必要な措置を講ずるものとすること。 

四 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する制度については、いわ

ゆるリファンド方式への変更の効果を見極めるとともに、免税とすることの妥当性に

ついて検討を行い、その結果に基づきその縮減その他の必要な措置を講ずるよう努め

ること。 

五 適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されたことにより、事業者間取引

において不当な扱いが生じているといった意見があることを踏まえ、中小・小規模事

業者に対する不当な扱いを防止するための取引環境の整備への取組を強化すること。 

六 金融所得課税について、一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問

題を解決するため、中低所得者層の金融資産形成に配慮しつつ、課税方法の変更も含

めた金融所得課税の在り方について検討を進め、その結果に基づき必要な措置を講ず

るよう努めること。 

七 物価上昇局面における税負担調整の一環として、食事の現物支給の場合の非課税限

度額引上げに向けた検討を行い、その実現に努めること。 

八 災害による担税力の喪失を勘案し、被災者の負担軽減及び実額控除の機会を拡大す

る観点から、個人の有する住宅、家財等につき災害により損失が生じた場合における

控除の在り方について、当該損失を当該個人の所得から人的控除の後に控除すること

ができる、独立した所得控除の制度の創設等の対応を含め必要な検討を行い、その実

現に努めること。 

九 奨学金の返済その他の教育に関する経済的負担を軽減するための税制上の施策につ

いて検討を行い、その実現に努めること。 

十 各種の企業関係租税特別措置については、企業等の行動変容を促すインセンティブ

措置として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上

で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、各措置の適用実態のより一層

の透明化に向け必要な措置を講ずるよう努めること。 



十一 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度

については、その効果の検証を継続的に行い、その結果や賃金を巡る状況を踏まえ、

同制度の廃止を含む見直しについて検討を進め、必要な措置を講ずるよう努めるこ

と。 

十二 相続税及び贈与税について、資産に係る格差が拡大し、固定化している現状に鑑

み、再分配機能の適切な確保の観点から、税率構造、非課税措置等の見直しについて

検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めること。 

十三 税務行政において納税者の権利利益の保護を図り、税務行政に対する国民の信頼

醸成や適正を確保するため、納税者権利憲章の策定を含め納税環境整備について検討

を行い、その実現に努めること。 

十四 政治資金を巡る問題を踏まえ、税制は国民の理解と信頼の上に成り立っていると

の認識の下、国民からの税に対する信頼を損なわないよう、課税上問題があると認め

られる場合には適時・適切に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努める

こと。 

十五 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引のデジタル化・グローバル化

に伴う調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、インボイス制度の

実施への対応、大阪・関西万博開催に伴うインバウンド観光客増大などに対応しての

消費税の不正還付事案への厳正な対応など、社会情勢の変化による事務量が増大して

いることに鑑み、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税

の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価し

た給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払

い、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。 

三、 参議院財政金融委員長報告（令和七年三月三一日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財政金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、所得税法等の一部を改正する法律案は、物価上昇局面における税負担の調整及

び就業調整対策、地域経済の好循環の実現、国際環境の変化への対応等の観点から、国

税に関し、所要の改正を一体として行おうとするものであります。 

 なお、衆議院において、所得税の基礎控除等の特例を創設するほか、所得税の抜本的

な改革に係る措置及び所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置の

規定を附則に設ける修正が行われております。 

 委員会におきましては、石破内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、所得税の基

礎控除の意義及び引上げを行う理由、揮発油税等のいわゆる暫定税率廃止の財源確保に

向けた検討、企業の内部留保の増加を踏まえた法人税の在り方等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民・無所属を代表して柴愼一



理事、国民民主党・新緑風会を代表して上田清司委員、日本共産党を代表して小池晃委

員よりそれぞれ反対、日本維新の会を代表して浅田均委員より賛成する旨の意見が述べ

られました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月三一日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 物価の高騰に賃金が追いつかない状況下、所得格差と資産格差も拡大しており、最

低限の生活保障、税負担の公平性確保や再分配機能を強化する観点から所得税の人的

控除等や課税の在り方について検討を行い、その結果をもって必要な改革を実行する

よう努めること。 

二 「貯蓄から投資へ」の推進が資本逃避による円安を招くことがないよう、民間企業

の賃上げや設備投資等を費用対効果にも十分配慮しながら引き続き支援し、国内企業

の生産性を向上することによって企業価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給

されるよう努めること。 

三 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止に向けた検討を速やかに行う

とともに、その廃止に当たっては、流通への影響や関係事業者の事務負担等に配慮す

るとともに、国及び地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、安定的な

財源を確保するなど必要な措置を講ずるものとすること。 

四 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する制度については、いわ

ゆるリファンド方式への変更の効果を見極めるとともに、免税とすることの妥当性に

ついて検討を行い、その結果に基づきその縮減その他の必要な措置を講ずるよう努め

ること。 

五 適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されたことにより、事業者間取引

において不当な扱いが生じているといった意見があることを踏まえ、中小・小規模事

業者に対する不当な扱いを防止するための取引環境の整備への取組を強化すること。 

六 金融所得課税について、一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問

題を解決するため、中低所得者層の金融資産形成に配慮しつつ、課税方法の変更も含

めた金融所得課税の在り方について検討を進め、その結果に基づき必要な措置を講ず

るよう努めること。 

七 物価上昇局面における税負担調整の一環として、食事の現物支給の場合の非課税限

度額引上げに向けた検討を行い、その実現に努めること。 

八 災害による担税力の喪失を勘案し、被災者の負担軽減及び実額控除の機会を拡大す



る観点から、個人の有する住宅、家財等につき災害により損失が生じた場合における

控除の在り方について、当該損失を当該個人の所得から人的控除の後に控除すること

ができる、独立した所得控除の制度の創設等の対応を含め必要な検討を行い、その実

現に努めること。 

九 奨学金の返済その他の教育に関する経済的負担を軽減するための税制上の施策につ

いて検討を行い、その実現に努めること。 

十 各種の企業関係租税特別措置については、企業等の行動変容を促すインセンティブ

措置として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上で、

一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、各措置の適用実態のより一層の透

明化に向け必要な措置を講ずるよう努めること。 

十一 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度

については、その効果の検証を継続的に行い、その結果や賃金を巡る状況を踏まえ、

同制度の廃止を含む見直しについて検討を進め、必要な措置を講ずるよう努めること。 

十二 相続税及び贈与税について、資産に係る格差が拡大し、固定化している現状に鑑

み、再分配機能の適切な確保の観点から、税率構造、非課税措置等の見直しについて

検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めること。 

十三 税務行政において納税者の権利利益の保護を図り、税務行政に対する国民の信頼

醸成や適正を確保するため、納税者権利憲章の策定を含め納税環境整備について検討

を行い、その実現に努めること。 

十四 政治資金を巡る問題を踏まえ、税制は国民の理解と信頼の上に成り立っていると

の認識の下、国民からの税に対する信頼を損なわないよう、課税上問題があると認め

られる場合には適時・適切に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努める

こと。 

十五 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引のデジタル化・グローバル化

に伴う調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、インボイス制度の

実施への対応、大阪・関西万博開催に伴うインバウンド観光客増大などに対応しての

消費税の不正還付事案への厳正な対応など、社会情勢の変化による事務量が増大して

いることに鑑み、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税

の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価し

た給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払

い、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。 

  右決議する。 


